
現場の医師がコロナ陽性患者さんを診守る−医療資源の連携、「見守りシステム」の活用を 
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本稿を書いている時点ですでに COVID-19（以下、コロナ）感染症は第 6 波が始まっている。「オミクロン株」

による新型コロナ再流行の可能性が高い。この特徴は、デルタ株に比べ感染力が 4.2 倍、入院リスクは比較的低

いが[1] ワクチン効果も低いと言われている。つまり膨大な数の「非入院患者」が出現する可能性が高い。いずれ

にせよ私たちは最善の態勢を準備しておかないといけない。本稿はその参考にして頂きたいとの想いで書いてい

る。 

1 第 5 波では自宅死まで出た 

 第 5 波では自宅死が 8 月だけで「全国で 250 人、東京都で 112 人、千葉県でも 19 人・・」あったと報道され

た[2]。警察医の報告では少なくとも「松戸市で 5 人、柏市でも 5 人」あった。中には、30 歳代の夫婦・子どもの

3 人世帯で 3 人共にコロナに感染し、奥さんが自宅で朝、突然死で発見された例があった。 

11 月 22 日の日経新聞は 1 面で以下のごとく伝えた。21 年 3 月、家族を自宅療養中に急変して亡くした人が

泣きじゃくりながら自民党の塩崎恭久氏（元厚労大臣）に訴えた。「医師が診ていてくれたら悪化に気づけたの

に」。塩崎氏は、厚労省幹部に「保健所が持つ情報をかかりつけ医に伝えてオンラインで見る仕組みを作れない

か」と問うた。しかし、その答えは「行政情報は出せません。症状急変リスクはしょうがないんです」。この答え

に塩崎氏は「じゃあ死んでもいいってことか。お前らは命を救うために厚労省へ入ったんじゃないのか」。問うと

相手は押し黙った。（下線部は記事のママ）「国民の命」より役人の論理が優先されたのである。 

第 5 波では全国で約 14 万人の自宅療養者、実態は自宅“放置”者が出た。患者さんが必要な医療を受けられな

い異常事態が起きた。国民が必要な健康保険給付を受けられず、「コロナ特措法」違反、憲法第 25 条の生存権侵

害とさえ言える[3]。 

2 東京都と千葉県の「療養状況」から 

 

（図 1）は東京都の感染者の療養場所を示したグラフである。 

8 月中旬以後の感染者急増とともに自宅療養者（下から 3 番目）が急増した。それにやや遅れて入院（一番下）

と宿泊療養者（下から 2 番目）が増えた。しかし、患者数が急増した８月中旬は入院患者数の比率は 10％程度に

過ぎなかった。 



 

同様に（図 2）は千葉県の感染者の療養場所を示したグラフである。 

千葉県では入院患者数（一番下）およびホテル療養者数（一番上）はともに一貫して低い比率だった。入院患

者は特に 8 月下旬には感染者数の 8％に過ぎなかった。入院病床数は約 1100 床が限界だった。自宅療養者の比

率は 8 割に達し、1 万人を超える膨大な自宅療養者が生まれていた。 

以上から言える事は 

① 東京では曲がりなりにも入院病床や宿泊療養を増加できたが千葉県では入院病床、宿泊療養共に全く不十

分だった。 

② つまり千葉県では最低限の感染者隔離すらできず、自宅に“放置”された多数の「コロナ難民」が生まれ家

族内感染も多く出現したと推定される。 

③ これは「千葉県の医師・看護師不足」が関係している。元々医療資源も人材も少ないので、そもそも病床

も宿泊施設も用意できなかったのである。千葉県では今後も同様のことが起こり得る。 

３ 神奈川県と千葉県の「入院基準」から 

 



 

（図 3）は千葉県、（図 4）は神奈川県の「入院優先度判断スコア」である。前者は「21 年 7 月 16 日版」で 後

者は「21 年 8 月版」である。いずれも第５波で保健所が規範とした入院適応の指針だった。ともに「5 点以上で

入院適応」としており「医師の入院判断は優先される」という一文が添えられている。 

① この両者を見ると、SpO2 が「93 以下」だけで 5 点以上である。神奈川県では「75 歳以上」で「SpO2 が

95」というだけで 5 点になる。第 5 波では少し病状悪化した患者さんは殆ど全て 5 点を超え「入院適応」だ

ったことになる。また、このスコアが独り歩きし「機械的に」入院患者数が増加した可能性もある。つまり、

「先に入院した人で満床となり本当の重症者が入院できなかった」、「先に救急者を呼んだ者勝ち」ではなか

ったのか？  

② 保健所の立場としては「基準に照らして入院させていたらベッドが足りなくなった」、「患者数が多すぎた」、

「どうしようもなかった」という結論で終わったのではないか。 

③ その上千葉県の「基準」では、なぜかこのスコアに年齢が入っていない[4]。神奈川県の入院基準には年齢が

入っている。高齢者が重症化し死亡率も高かったので年齢を加味するのは必須だったはずである。 

要するにこれらの「入院基準」に臨床的観点が加味されていなかったのである。 

４ 今後とるべき対策 

以上の分析から導かれる（千葉県での）対策は、以下であろう[5]。 

① 隔離用の宿泊施設や中間的な集団管理施設の確保 

② 現状の限られた医療資源の連携推進と効率的活用・・・特に、現場で緻密な情報交換可能な「連携ツール・

見守りシステム」などＩＴの活用 

「オミクロン株」では感染者の急増に伴い必然的に膨大な軽症・中等症が生まれる。当然その中から重症者の

抽出＝トリアージが重要になる。 

 現状は、発熱外来等で感染を検出した医療機関・医師は保健所に申告すればそれで手を離れる。しかし本来は、

感染判明者のその後の病状把握を、保健所、地域中核病院、現場の診療所・クリニックの連携で行うのが「ある

べき姿」である[6]。健康観察や病状管理は臨床経験が豊富な現場の医療機関が行うことが最適である。 

 千葉県では現在保健所―感染者を結びつけるイマビスが用意された[7]。しかしそこには地域の医療機関が入っ

ておらず現状は第５波の反省を生かしていないと考える。 

 



５ 「Google フォームを活用したコロナ感染者（共同）見守りシステム（DUU-SYS）」[8]の紹介 

 私は第 5 波の後半からＩＴ技術者の指導の下、感染者と上記３者の共同見守りシステム（DUU-SYS）を開発

しとりあえず当院単独で運用してきた。（図５）の左が患者さんへの質問＝入力画面で、右がその回答一覧であ

る。 

 

この特徴は以下の通りである。 

① 感染を検出した（顔の見える）医師が直接その場で説明書を渡す。陽性となった患者さんから当該医療機関

に「空メール」を送っていただく[9]。直ちに「質問メール」を送り「回答」を返信してもらえるので、診断直

後から患者情報入手が可能である。回答結果はエクセル形式で表示可能である。 

② 本システムは医療機関で情報共有可能なシステムである。a)Google が提供しすでに汎用されており、b)患者

名をカルテ番号などで表示することで、セキュリティーは保たれる。 

③ 毎日の問いかけに患者さん自身が入力し、こちらは閲覧するだけなので医療機関側の負担が少ない。 

④ 対話型のシステムであり、病状が心配な時には回答結果を元に医師や看護師が別途直接電話連絡し、患者さ

んに安心感や方針を伝えることができる[10]。何よりも緻密な健康観察とトリアージに役立つ。 

 

⑤ 本システムは（図５）のように PC 同士で「共有」を行うことで他の医療機関等にシステムを「移送」でき



る。病院や保健所・療養施設などと情報共有でき、リアルタイムで健康観察・病状把握ができる。その後も

「共有」を繰り返すことでネズミ算的にシステム運用者を増やせる。もちろん「発熱外来」を行っている医

療機関単独でも運用可能である。 

⑥ メールで Outlook を使用している方には、多人数宛てに同時配信可能な「定時配信システム」（ＩＴ技術者が

作成したもので無料）も用意している。（朝・夕２回）「多人数の感染者への手動の一斉送信」も可能である。 

⑦ 当初の本システム作成作業には一定の手間と時間がかかる（現在はＩT 技術者がシステム導入を行っている）。

しかし、回答結果はエクセル程度の力量で扱え、日々の運用は単純作業の繰り返しとなり、感染流行時でも

業務負担はわずかで済む。なおＩＴ技術者の協力により作成作業はすべて無料である。 

本システムを試みたいという方は当院までメール（ doutare@apricot.ocn.ne.jp ）でご連絡ください。折り返

し「システムの移送」を行い、かつ「マニュアル」を送付します。 

６ 最後に 

この 2 年間を振り返ると、私たちは膨大な情報を判断し選択し実行するという極めて多忙な日々を過ごしてき

た。しかし、コロナに感染し自宅で困惑・不安・孤独そして恐怖に苛まれている患者さんに想いをはせると、医

療人は今一度自らを鼓舞すべきではないでしょうか？少なくとも自宅死を再発させてはいけない。既存の医療資

源が連携して「総動員態勢」をとるよう創意・工夫が必要[11]であり、そのツールとして「DUU-SYS」を是非と

もご検討願いたい。 

 

[注釈] 

[1] 毎日新聞 21.12.27 

[2] 朝日新聞 21.9.15（夕刊） 

[3] 朝日新聞 21.12.16 の「『自宅療養』その現実」では、田代和馬訪問診療医が「放置」された患者は「死が常

にリアル」で「何も出来ぬ」という実態を語っている。また、９月下旬に自宅死の遺族が「自宅放置死遺族会」

を立ち上げたという。今後法的責任を問う訴訟も考えられる。 

[4] 千葉県の「判断スコア」の「R3.12.1」版でも相変わらず年齢が入っていない。 

[5] 日経新聞は 21.12.1 と 12.2 の２日連続（上・下）で「コロナ『第 6 波』に備える」という記事を掲載してい

る。（上）では「医療関係者、平時から連携を」と題し「医療情報連携ネットワーク」を勧めている。（下）で

は「病床人材確保、広域医療圏で」と題し「コロナ病床はまず国公立病院で確保せよ」と訴えている。なお 

いずれも「人的資源の不足」を指摘している。 

[6] 実際第 5 波でもいくつかの自治体では保健所と現場の医師との連携がとられ成功した例があった。 

[7] 千葉県の「新型コロナ・・・事前登録システム」（通称：イマビス）は、①やはり保健所と患者さんだけを結

ぶものであり、②患者さんの入力に 10 分位かかり煩雑で患者さんが扱えきれない可能性が大きい。 

[8] 本システムは「共有」で「移送」できるが、その前提として「事前に Google でアカウントを取っておく」必 

要がある。 

[9] 診断した医師が健康観察を行うので患者さんには安心感・信頼感がある。団塊世代以下はスマホを使いこな

しており大多数の患者さんが対応できる。中にはその場でメールしてくれる方もいる。本システムは臨床像を

把握することを目標にしておりスマホでも簡単入力可能なように工夫している。 

[10] 当院では当初から陽性患者さんに適宜医院から電話連絡していた。本システムを開発した 21 年 9 月以後は

システムを活用しつつ必要時にのみ電話やメールでもやり取りした。 

[11] 然るべき立場の方がその権限を駆使して、地域のＩＴ技術者等を動員し「医療従事者を現場レベルで支援 

 する態勢を作る」のが本来の姿だと考えている。関係各位のご理解を願いたい。 
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